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当
た
り
定
額
保
険
料
」の
導
入
で
労
働
コ
ス
ト

の
抑
制
を
狙
っ
た
。
こ
の
連
立
政
権
下
の
妥
協

と
も
言
わ
れ
る「
公
的
医
療
保
険
競
争
強
化

法
」が
07
年
2
月
に
成
立
し
、
段
階
的
な
施
行

後
、09
年
1
月
か
ら
全
面
的
に
実
施
さ
れ
た
。

1
世
紀
余
の
伝
統
を
捨
て
去
る

健
保
連
の「
ド
イ
ツ
の
医
療
保
険
制
度
改
革

追
跡
調
査
報
告
書
」（
09
年
6
月
、
以
下
は
報
告

書
と
略
）は
最
新
の
動
向
を
盛
り
込
み
、
同
法

の
影
響
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
労
作
を
参
考

に
最
重
要
な
3
点
に
絞
る
と
、
①
国
民
”準
皆

保
険
“
体
制
の
実
現
、
②
全
国
統
一
保
険
料
率

の
設
定
、
③
新
し
い
給
付（
家
庭
医
の
活
用
、

予
防
サ
ー
ビ
ス
、
低
額
医
療
費
を
自
己
負
担
に

し
た
場
合
や
1
年
間
保
険
を
使
わ
な
か
っ
た
場

合
は
保
険
料
減
額
等
）と
言
え
そ
う
だ
。

①
生
活
破
綻
等
で
無
保
険
に
陥
っ
た
主
に
自

営
業
者
ら
に
公
的
あ
る
い
は
民
間
保
険
へ

の
加
入
を
義
務
付
け
た（
全
国
民
対
象
の
義

務
付
け
で
は
な
い
）。
た
だ
し
、
民
間
保
険

会
社
に
対
し
、
公
的
保
険
並
み
の
保
険
料

や
低
所
得
者
へ
の
保
険
料
減
額
を
強
い
る

徹
底
し
た
対
策
で
あ
る
。

②
疾
病
金
庫
ご
と
に
設
定
さ
れ
て
き
た
保
険
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総
選
挙
後
は
、
参
議
院
の
勢
力
分
布
も
に

ら
み
な
が
ら
連
立
政
権
含
み
の
政
局
へ
動
き

そ
う
だ
。
社
会
保
険
の
先
輩
国
・
ド
イ
ツ
で
は

一
足
早
く
大
連
立
政
権
が
誕
生
し
た
。
そ
の

政
権
下
で
今
年
1
月
か
ら
疾
病
金
庫
の「
自

治
」を
捨
て
去
る
医
療
保
険
改
革
が
進
行
中
で

あ
る
。
わ
が
国
に
と
っ
て
も
他
人
事
で
は
な
い

大
転
換
だ
。

大
連
立
政
権
下
の
”妥
協
“
の
産
物

ド
イ
ツ
で
は
2
0
0
5
年
9
月
の
選
挙
で

主
要
政
党
が
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
キ
リ
ス
ト
教
民
主
／
社
会

同
盟（
C
D
U
／
C
S
U
）と
社
会
民
主
党（
S

P
D
）が
、メ
ル
ケ
ル
・
C
D
U
／
C
S
U
党
首

を
首
相
に
大
連
立
を
組
ん
だ
。

政
権
誕
生
前
、
主
に
以
下
の
医
療
保
険
改

革
が
実
施
さ
れ
た
。
▲
被
保
険
者
が
自
由
に

「
疾
病
金
庫
」を
選
べ
る（
日
本
の
健
保
組
合
に

類
似
し
、
企
業
、
地
域
、
同
業
者
、
現
場
労
働

者
、
事
務
職
な
ど
8
種
に
分
立
）、
▲
こ
の
金

庫
間
の
競
争
を
公
平
化
す
る「
リ
ス
ク
構
造
調

整
」に
罹
病
率
を
加
え
る（
各
金
庫
の
被
保
険

者
の
差
異
を
勘
案
し
た
財
政
調
整
策
）、
▲
妊

娠
･
出
産
、
子
ど
も
の
看
病
時
の
傷
病
手
当

等
の「
保
険
に
な
じ
ま
な
い
給
付
」の
公
費
負

担
な
ど
。

さ
ら
に
、
社
民
党
は「
国
民
皆
保
険
」を
提

唱
し
、キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
は
、「
成
人
1
人

●

連
立
政
権
●

社
会
保
険
の
母
国

ド
イ
ツ
の
大
変
身
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料
率
が
全
国
統
一
保
険
料
率
に
切
り
換
え

ら
れ
た
。
当
初
は
15
・
5
％（
う
ち
労
使
折

半
14
・
6
％
、
傷
病
手
当
分
は
被
保
険
者
負

担
で
0
・
9
％
、
金
融
危
機
で
7
月
か
ら
労

使
折
半
分
の
み
0
・
3
％
引
き
下
げ
）。

疾
病
金
庫
が
集
め
た
保
険
料
は
、
新
設
の

「
医
療
基
金
」に
納
め
ら
れ
、リ
ス
ク
構
造
調
整

75 健康保険■2009.9

（
性
差
、
年
齢
差
、
障
害
者
数
と
そ
の
障
害
度
、

罹
病
率
を
勘
案
）の
う
え
各
金
庫
の
被
保
険
者

数
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
る
。
各
金
庫
は
、
保
険

料
率
と
い
う
最
大
の
武
器
を
失
っ
た
が
、
事
務

の
効
率
化
や
、
③
の「
新
し
い
給
付
」に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
活
用
で
競
う
こ
と
に
な
る
。

赤
字
に
陥
っ
た
金
庫
は
、
一
定
限
度
の
追
加

保
険
料
を
徴
収
で
き
る

が
、
被
保
険
者
の
流
失
や

金
庫
自
体
の
閉
鎖
も
あ
り

う
る
。
逆
に
黒
字
の
金
庫

は
剰
余
金
を
被
保
険
者
へ

配
分
で
き
る（
図
参
照
）。

さ
ま
よ
う
「
自
治
」と「
連

帯
」8

種
類
の
疾
病
金
庫

は
、
92
年
当
時
の
1
2
2

3
金
庫
か
ら
集
約
化
さ
れ

現
在
は
2
4
2
金
庫
に
ま

で
激
減
し
た
。
被
保
険
者

が
各
金
庫
の
保
険
料
率
の

高
低
や
独
自
給
付
を
見
な

が
ら
自
由
に
金
庫
を
選
ぶ

市
場
競
争
の
結
果
で
あ

る
。
さ
ら
に
今
回
の
統
一
保
険
料
率
の
設
定

と
追
加
保
険
料
の
有
無
等
で
各
金
庫
は
新
た

な
淘
汰
に
さ
ら
さ
れ
る
。

つ
ま
り「
少
数
の
巨
大
金
庫
に
集
約
し
て
い

く
の
が
改
革
の
い
ま
1
つ
の
目
的
と
さ
れ
る
」

（
報
告
書
）。

医
療
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
捜
し
求

め
る
余
り
、
金
庫
の「
自
治
」と
被
保
険
者
の

「
連
帯
」を
失
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

健
保
連
･
調
査
団
の
土
田
武
史
･
早
大
教

授
は「
金
庫
を
拡
大
し
少
数
化
す
る
こ
と
に
よ

り
競
争
自
体
を
無
意
味
化
し
、
国
の
掌
る
金

庫
に
お
い
て
社
会
的
連
帯
を
取
り
戻
そ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」、「
し
か
し
、
そ
れ

に
類
似
し
た
日
本
の
か
つ
て
の
政
管
健
保
を
思

い
浮
か
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
再
構
築
さ
れ
た
連

帯
を
想
像
す
る
の
は
極
め
て
難
し
い
」（
同
）と

手
厳
し
い
。

日
本
で
は
総
選
挙
後
の
新
た
な
政
局
が
医

療
を
筆
頭
に
ど
ん
な
社
会
保
障
の
再
編
を
促

す
の
か
。
ド
イ
ツ
も
9
月
に
は
医
療
改
革
等
の

是
非
を
問
う
総
選
挙
を
迎
え
る
。

■
宮
武

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。
毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、
埼
玉

県
立
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、
目
白
大
学
教
授
。

近
著
に
『
介
護
保
険
の
再
出
発

医
療
を
変
え
る
・
福
祉
も
変
わ
る
』

（
保
健
同
人
社
）。

図『医療基金』創設後の姿
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